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夢ここに 心をつなぎ ふみ出す一歩
学校報 Ｎｏ．１２ 令和４年６月１０日

６月９日（木）、講師として美郷北駐在所の○○さんにご来校いただき、「交通安全教室」を行い

ました。昨年度と同じように、１年～３年、４年～５年に分かれて、はじめに自転車に乗るときのル

ールについてのアニメを見せていただき、その後で自転車を利用する際の心構えや交通ルールについ

て、次のような話をしてくださいました。

○自転車も車両です。交通ルールを守る責任がある。

○自転車は、体を守るものがないので最も危険な車両。だから、頭を守るためにヘルメットを

必ずかぶってほしい。

○自転車も加害者になる可能性がある。歩行者に追突して怪我を負わせ、裁判で９千万円もの

賠償を命じられたケースもある。

○自転車の三つの左（道路の左を走る。自転車の左側から乗る。自転車の左側におりる。）

○歩道がある場合は、歩道を走る。（ただし、歩行者優先を守ること）

○自転車に乗る前に、「ぶ た は しゃ べる」で点検する。

（ブレーキ、タイヤ、ハンドル、車体、ベル）

○自転車で事故を起こさないためには、「ルールを覚え、守る」「自転車の技能を高める」。

（自転車の技能：どれだけゆっくり走ってもバランスを崩さない）

各ご家庭でも今一度、子どもさんの自転車の技能を確かめ、自転車を利用する際の約束について話

し合ってくださいますようお願いいたします。

６月１０日（金）、「人権の花」の植栽をしました。今年も昨年と

同じように、１年生と６年生が前庭の花壇に花の苗を植えました。

この事業は「人権」について理解を深め考える機会の一つとして行

われたものです。花は話をすることはできませんが、子どもたちが

様子を見て「水がほしいと思っている」「栄養がほしいと思ってい

る」「草が邪魔だと思っている」などと花の気持ちを思いやること

が、他人への思いやりの心につながると思います。

この後、きれいな花壇にできるように、花の気持ちを思いやりな

がら、水やりや除草作業などの世話をして育てていきます。 人権擁護委員の○○さんと、○○さん



【花の苗を植える１年生と６年生の様子】

美郷地区少年保護育成委員会様が、今年も「あいさつ運動のぼり旗」を設置してく

ださいます。

例年は学校玄関で実施していた「あいさつ・声掛け運動」が、新型コロナウイルス

感染症の拡大のため活動を自粛することにともない、令和２年度から「あいさつ運動

のぼり旗」を設置してくださっているものです。

今年度の設置時期は

①６月１３日（月）～１７日（金）

②９月１２日（月）～１６日（金）

③１１月７日（月）～１１日（金） です。

今年度、「かがやく笑顔とあいさつで日本一の学校にしよう」という

児童会テーマで活動している子どもたちには、何よりの応援です。

本当にありがたいです。

町の広報にも掲載されましたが、「就学や教育に関する相談会」が開催されます。これは、秋田県

教育委員会が主催しているもので、子どもさんの発達や行動などに関して、心配なことを相談するこ

とができます。

今年度の美郷町の開催は、前期７月８日（金）、後期９月14日（水）となっています。

前期７月８日（金）の申込

○申込期限 ６月24日（金）

○申込み先 教育委員会教育推進課 ０１８７－８４－４９１４（直接申し込みます）


